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○
農
林
水
産
省
告
示
第

号

遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
使
用
等
の
規
制
に
よ
る
生
物
の
多
様
性
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十
七
号

）
第
十
六
条
、
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
使
用
等
の
規
制
に
よ
る
生
物
の
多
様
性
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
二
十
四
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料
の
額
を
定
め
る
政
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
二
十
一
号
）
並
び
に
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等

財

務

省
、
文
部
科
学
省
、

の
使
用
等
の
規
制
に
よ
る
生
物
の
多
様
性
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、
令

経
済
産
業
省
、
環

境

省

第
一
号
）
第
十
七
条
及
び
第
二
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
農
林
水
産
大
臣
が
生
産
又
は
流
通
を
所
管
す
る
検
査
対
象
生
物
で

あ
る
物
に
つ
い
て
の
同
法
第
十
六
条
の
主
務
大
臣
が
指
定
す
る
場
合
等
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成

年

月

日

農
林
水
産
大
臣

齋
藤

健

一

遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
使
用
等
の
規
制
に
よ
る
生
物
の
多
様
性
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

十
六
条
の
主
務
大
臣
が
指
定
す
る
場
合
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
生
物
の
種
類
で
あ
っ
て
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
国
又

は
地
域
に
お
い
て
生
産
さ
れ
た
も
の
を
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
用
途
へ
の
使
用
等
を
目
的
と
し
て
輸
入
す
る
場
合
と
す
る
。

検
査
対
象
生
物
の
種
類

国
又
は
地
域

用
途
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パ
パ
イ
ヤ

台
湾

栽
培
用

ワ
タ

イ
ン
ド
及
び
ギ
リ
シ
ャ
共
和
国

栽
培
用

二

遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
使
用
等
の
規
制
に
よ
る
生
物
の
多
様
性
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料
の
額
を
定
め
る
政
令
の
主
務
大
臣
が
検
査
対
象
生
物
の
種
類
ご
と
に
定
め
る
額
は
、
次
の
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
検
査
対
象
生
物
の
種
類
ご
と
に
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
金
額
に
、
法
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
検

査
機
関
の
職
員
が
同
項
に
規
定
す
る
生
物
検
査
の
た
め
検
査
対
象
生
物
の
輸
入
場
所
に
出
張
す
る
の
に
要
す
る
旅
費
の
額
を

当
該
出
張
に
係
る
検
査
件
数
で
除
し
て
得
た
額
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
加
算
し
て
得
た
額

が
八
万
五
千
円
を
超
え
る
と
き
は
、
八
万
五
千
円
と
す
る
。

検
査
対
象
生
物
の
種
類

金
額

パ
パ
イ
ヤ

一
件
に
つ
き
五
万
円

ワ
タ

一
件
に
つ
き
三
万
八
千
円

三

遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
使
用
等
の
規
制
に
よ
る
生
物
の
多
様
性
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と

い
う
。
）
第
十
七
条
の
主
務
大
臣
が
別
に
定
め
る
期
日
は
、
輸
入
し
よ
う
と
す
る
検
査
対
象
生
物
が
本
邦
に
到
着
す
る
予
定
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日
前
十
日
（
行
政
機
関
の
休
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
日
の

日
数
は
、
算
入
し
な
い
。
）
に
当
た
る
日
と
す
る
。

四

規
則
第
二
十
二
条
の
主
務
大
臣
が
別
に
定
め
る
方
法
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
検
査
対
象
生
物
の
種
類
に
応
じ
、
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

検
査
対
象
生
物
の
種
類

方
法

パ
パ
イ
ヤ
及
び
ワ
タ

Ｐ
Ｃ
Ｒ
法

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
三
十
年
四
月
十
四
日
以
降
に
輸
入
す
る
検
査
対
象
生
物
に
つ
い

て
適
用
す
る
。


